
「クリエイティブ産業情報発信事業」受託候補者及び 

「クリエイティブプロジェクト助成事業」補助事業候補者 

公募型プロポーザル方式による募集に係る実施要領 

 

 標記業務を委託事業及び補助金事業により実施するにあたり、受託候補者及び補助事業候補

者を公募型プロポーザル方式により特定する必要となる事項を本実施要領により規定する。 

 なお、本公募は、令和３年度予算原案に基づいて行うものであり、成立した予算の内容に応じ

て、事業内容等の変更及び予算額の減額の可能性が有る。 

 また本業務は、候補者と実施内容について協議・調整を行い、委託事業については地方自治法

施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を締結し、補助金事業については仙

台市補助金等交付規則に基づき補助金交付を行う。 

 

１．業務名称：「クリエイティブ産業情報発信事業」及び「クリエイティブプロジェクト助成事

業」 

 

２．業務の概要 ※ただし、令和 3 年度予算の成立を前提とする 

 （１）業務内容：別紙「クリエイティブ産業情報発信事業及びクリエイティブプロジェクト助

成事業 公募要領」のとおり 

 （２）予算額（※上限額）：クリエイティブ産業情報発信事業 5,018 千円 

クリエイティブプロジェクト助成事業 3,433 千円 

 （３）契約期間：契約書等に定める事業開始日及び補助金の交付決定日から 

令和 4 年 3 月 31 日（木）まで 

 

３．参加資格要件 

 応募の資格者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

 （１）事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 

（２）仙台市と密接な連携がとれる体制を確保できること。 

（３）本事業に関する委託契約を仙台市との間で直接締結できる機関であること。 

（４）仙台市が提示した委託契約書に合意すること。 

（５）仙台市の指示に速やかに従うことができること。 

（６）企業のデザイン活用支援について実績を有すること。 

（７）仙台市税を滞納していないこと（または、現在の主たる事業所所在市町村の市町村税を

滞納していないこと）。 

（８）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこ      

   と。 

（９）受付期限内に、仙台市の「有資格者に対する指名停止に関する要綱」第 2 条第 1 項の規



定による指名停止を受けていないこと 

（１０）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下に

ある団体でないこと。 

（１１）総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係書類及び労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の

労働関係書類を整備していること。 

（１２）公序良俗に反する活動を行う等、委託及び補助事業者として不適切な者でないこ     

    と。 

 

４．選定に関する事項 

（１）受託候補者の選定に際しては、プロポーザル審査委員会を設置し、応募者から提出され

た事業申請書及び添付資料について以下の選定基準に基づき、面談等により実施する。 

  ①業務に関する申請書及び提出書類の内容が施策の意図と合致していること。 

  ②業務に関する申請書及び提出書類に記載された事業の実施方法、内容等が優れており、

適切かつ効率的な事業実施が行われるものであること。 

③事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤、組織、人員、資金及び設備等を有するこ

と。 

  ④事業を行うために必要な経費は具体的に見積もられており、内容は適正かつ合理的な

ものか。 

（２）応募手続き及び審査結果の通知、委託及び補助事業者との契約手続き等に関しては別紙

募集要領に規定する。 

 

５．スケジュール 

（１）公募開始：令和 3 年 2 月 26 日（金） ※仙台市ホームページに掲載 

（２）質問票の提出期限：令和３年 3 月５日（金）17 時まで 

   ※質問事項等を質問票に記入のうえ電子メールで提出。質問者に個別に回答するほか、

必要に応じて仙台市ホームページに回答を掲載する。 

（３）応募書類の提出期限：令和 3 年 3 月 17 日（水） 12 時必着 

   ※担当部署まで郵送または持参にて提出 

（４）プレゼンテーション及び審査会：令和 3 年 3 月 22 日（月）以降 

（５）審査結果通知：令和 3 年 3 月 24 日（水）以降 

   ※採択、不採択の結果については、書面で通知するものとし、採択、不採択についての

問い合わせには対応しない。 

（６）契約及び交付決定、事業開始予定：令和 3 年 4 月 1 日（木）予定 

（７）事業完了：令和 4 年 3 月 31 日（木） 

 

６．その他：本要領は令和 3 年 2 月 26 日より実施する 



 


